
25 第２回 7 月関関同立レベル模試生物 採点基準 

 1 / 6 

  

25 第２回７月関関同立レベル模試 生物 採点基準 

 

 

【統一事項】 

1．設問文の指示について 

 ・設問文の指示に従っていない場合には適宜減点する。 

 

2．空欄補充・用語記述問題 

・生物学用語について誤字・脱字がある場合→ ×(0 点) 

 ・教科書で一般に漢字表記の用語をひらがなで書いてある場合→○(できれば赤で訂正) 

・不要な要素を含んで解答した場合→×(0 点) 

例：   腺という →内分泌○，内分泌腺× 

・生物学用語で複数の表記，カタカナ表記の異体がある場合は，それぞれ正答とする(表記につ

いては教科書または生物学辞典を参照する)。 

例 1：腎細管○，細尿管○，尿細管○ 

例 2：チロキシン○，サイロキシン○ 

 

3．論述問題 

(1) 論述内の誤字について 

  ・生物学用語についての誤字がある場合 

→誤字部分に下線を引き，誤字 2 つにつき－1 点とする(できれば赤で訂正)。 

ただし，ひらがなで正しく書いてある場合は減点なし。 

  ・一般の誤字がある場合→減点はしない。 

ただし，あまりに多いようであれば適宜減点する。 

(2) 字数について 

  ・5 字以内の字数オーバー→減点はしない。 

  ・6 字以上の字数オーバー→－1 点とする。 

(3) 設問文中で用語指定がある場合 

  ・指定された用語が使用されていない場合→用語 1 語につき適宜減点する 

(4) 加点・減点について 

・ある現象が起こるしくみや反応の経路などを順序立てて説明する設問では，個々の反応がす

べて正しく書けていても，説明の順序が誤っている場合は加点しない。 

例：A→B→C→D の順に起こる反応を，A→B→D→C の順で書いた場合，D→C 部分は加

点しない。 

・文章が未完成の場合でも，加点部分があれば適宜加点する。未完成部分は減点しない。(ただ

し，満点にならないように考慮すること) 

・明らかに文章として成立していない，意味が通らない，論理が成立していない部分は，加点・

減点の対象としない。 

 

  



25 第２回 7 月関関同立レベル模試生物 採点基準 

 2 / 6 

  

4. 選択肢問題(番号・記号で解答する問題) 

 (1) 解答数が指示されている場合(「…1 つ選べ」，「…2 つ選べ。」など) 

  ア．指示された数よりも解答数が多い場合→正答を含んでいても 0 点とする。 

   例：『…2 つ選べ。』（ａとｃが正答）の場合に解答数が 3 つならば 

       → 『ａ，ｂ，ｃ』として全体で 0 点とする。 

イ． 指示された数以内の解答数の場合→正答に応じて点を与える。 

   例 1：『…2 つ選べ。』(ａとｃが正答で「各 1 点 計 2 点」)のとき解答数が 1 つならば → 

『ａ』として 1 点とする。 

   例 2：『…2 つ選べ。』(ａとｃが正答「完全解答 2 点」)の場合に解答数が 1 つならば → 

『ａ』として 0 点とする。 

 (2) 解答数が指示されていない場合(「…すべて選べ」など) 

  ア．解答数が正答数と同じ，または正答数より少ない場合→正答に応じて点を与える。 

   例：正答数が 3 つ(ａ，ｃ，ｄが正答「各 1 点 計 3 点」)の場合に，解答数が 2 つならば 

       → 『ａ，ｂ』として全体で 1 点とする。 

  イ．解答数が正答数より多い場合→正答数より多い解答 1 つにつき，0 点まで 1 点ずつ減点す

る。 

   例 1：正答数が 2 つ(ａ，ｃが正答「各 1 点 計 2 点」)のとき解答数が 3 つならば 

       → 『ａ，ｂ，ｃ』とし，1 点減点して全体で 1 点とする。 

   例 2：正答数が 2 つ(ａ，ｃが正答「各 1 点 計 2 点」)のとき解答数が 5 つならば 

       → 『ａ，ｂ，ｃ，ｄ，ｅ』とし，2 点減点して全体で 0 点とする。 

  



25 第２回 7 月関関同立レベル模試生物 採点基準 

 3 / 6 

  

１ 

【配点 25 点】 

A 

問 1 1～3 １点×３＝３点 

問 2 4・5 １点×２＝２点 6・7 １点×２＝２点 

問 3 (1) 8・9 １点×２＝２点 (2) 10 ２点 

問 4 (1) 11 ２点 (2) 12 ２点 

問 5 (1) 13 １点 (2) 14 １点 

B 

問 6 (1) 15 ２点 (2) 16 ２点 

問 7 17・18 ２点×２＝４点 
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２ 

【配点 25 点】 

A 

問 1 １点×３＝３点 

問 2 １点 

問 3 (1) 完全解答２点 (2) １点 

B 

問 4 (1) １点 (2) １点×２＝２点 (3) ２点×２＝４点 (4) ２点×２＝４点 

問 5 (1) １点×２＝２点 (2) 完全解答１点 (3) ４点 

 

【大問別補足事項】 

問 1 

(い)：「雌親」，「母体」等でも可。 

(う)：「伝令 RNA」でも可。「RNA」は不可。 

 

問 2  

(A):「灰色新月環」，「灰色半月環」でも可。「三日月環」「灰色三ヵ月環」は不可。 

 

問 5 

(1)「シュペーマン」は「ハンス・シュペーマン」でも可。 

  「マンゴルド」は「ヒルデ・マンゴルド」，「マンゴールド」，「マンゴルト」，「マンゴルド夫人」，

「プレショルト」でも可。 

 

(3) 4 点 (40 字以内)  

指定語句：移植片(c)，BMP，阻害タンパク質，宿主の予定表皮域 

(正答例) 宿主の予定表皮域では BMP が移植片(c)から分泌された阻害タンパク質と結合し

た。(38 字) 

・「移植片(c)から阻害タンパク質が分泌される」という内容で 2 点。 

・「宿主の予定表皮域では BMP が阻害タンパク質と結合する」という内容で 2 点。 

・「移植片(c)の細胞の受容体に BMP が結合しなかった。」のような解答は，しくみが述べられて

いないため不可。 

 ・指定語句がない場合，1 つにつき－1 点。 
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３ 

【配点 25 点】 

問 1 １点×２＝２点 

問 2 (1) ２点 (2) ２点×２＝４点 

問 3 (1) ２点 (2) ３点 

問 4 (1) ２点 (2) ３点 

問 5 (1) ３点 (2) ２点 

問 6 １点×２＝２点 

 

【大問別補足事項】 

問 1 

(い)：「自浄作用」は訂正して可。 

 

問 2 

(2) (う)：「同型」は訂正して可。 

 

問 3 

(2) 「競争」は 1 点与える。 

 

問 5 

(1) 3 点 (40 字以内)  

(正答例) 藻類は，中流にかけて増加した硝酸イオンを用いて窒素同化を盛んに行ったから。 

(37 字) 

・「硝酸イオンを用いて窒素同化を行った」という内容が書けていれば可。 

  



25 第２回 7 月関関同立レベル模試生物 採点基準 

 6 / 6 

  

４ 

【配点 25 点】 

問 1 ２点 

問 2 (1) ２点 (2) １点×２＝２点 

問 3 (1) １点 

問 4 (1) ２点 (2) １点×２＝２点 (3) １点 

問 5 (1) ３点 (2) ２点×２＝４点 

問 6 (1) ２点 (2) ２点 

問 7 ２点 

 

【大問別補足事項】 

問 1 完全解答 2 点 

 ・「－C－N－」の外側の「－」（2 か所）は，問題図中にあるため省略可。 

 

問 2 

(1) 2 点 (15 字以内)  

(正答例) ①ポリペプチドの②アミノ酸配列(13 字) 

・下線部①・②についてそれぞれ 1 点ずつ与える。  

・下線部①：「ポリペプチド鎖」，「ペプチド鎖」でも可。 

・下線部②：「アミノ酸の並び方」等は訂正して可。 

 

(2) ・αへリックス構造：「α(-)へリックス」，「α-へリックス構造」，「へリックス構造」， 

「らせん構造」，「らせん状の構造」，「αらせん構造」，「α構造」でも可。 

・βシート構造：「β(-)シート」，「β-シート構造」，「ジグザグ(じぐざぐ)構造」， 

「ジグザグ状の構造」，「β構造」でも可。 

 

問 3 「助酵素」，「コエンチーム」，「コエンザイム」でも可。 

 

問 5 

(1) 3 点 (40 字以内)  指定語句：酵素-基質複合体，基質，酵素 

(正答例) ①すべての酵素が基質と結合して②酵素-基質複合体の濃度が一定になるから。(34字) 

・下線部①について 2 点，下線部②について 1 点与える。  

・下線部①：「すべての」という意味合いが必要。 

・下線部②：「酵素-基質複合体がそれ以上増えなくなる」等の表現でも可。 

「酵素-基質複合体になっているから」は訂正可。 

・指定語句のいずれかの語句がない場合は－1 点。 

 

問 6 

(1) 「競争阻害」「拮抗(的)阻害」「競合(的)阻害」でも可。 

 

 


